
告 示

�愛媛県告示第１７２号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２７年２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 長浜の一部 平成２４年度から
平成２５年度まで

大洲市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２７年２月２０日

�������
�愛媛県告示第１７３号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２７年２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、愛南町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２７年２月２０日

御荘港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番地７号

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡愛南町御荘平城１番８から同１番１７までの地先公有

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）……９０

○ 同意の成立（漁獲共済）……………………………………………………………………………………………………………………………………（漁政課）……９０

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（２件）…………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）……９０

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）……９１

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……９１

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……９２

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……９２

○ 道路の区域変更（県道節安下鍵山線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……９２

○ 道路の供用開始（県道節安下鍵山線）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……９２

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要………………………………………（南予地方局八幡浜支局環境保全課）……９２

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等の変更の許可申請の概要……………………………（ 〃 ）…１０３

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…１１３

公営企業告示

○ 落札者等の告示（２件）…………………………………………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…１１３

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

区 域 区 分

川之江区域（川之江漁業
協同組合の地区）

瀬戸内海において、２隻以上の漁船により船び
き網を使用して営む漁業であって、当該漁船の
合計総トン数が１０トン以上２０トン未満であるも
の

三島区域（三島漁業協同
組合の地区）

瀬戸内海において、２隻以上の漁船により船び
き網を使用して営む漁業であって、当該漁船の
合計総トン数が１０トン以上２０トン未満であるも
の

毎週（火・金）曜日発行 第２６４８号 平成２７年２月２０日

平成２７年２月２０日金曜日 第２６４８号

愛 媛 県 報
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水面

� 区域

次の１点と２点を結ぶ平成１８年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．２３メートル）の陸と公有水面との接する線、２点から４

点までを順次直線で結んだ線並びに４点と５点を結ぶ平成１８年

の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２３メートル）の陸と公有水

面との接する線、５点と６点と１点を順次直線で結んだ線によ

り囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘平城１番２地先の長崎７護岸に設

置された金属鋲）は、北緯３２度５８分１２秒、東経１３２度３２分３３秒

の地点

１点は、基点から真北１３３度３０分１８秒４６．４５メートルの地点

２点は、１点から真北１３３度００分２８秒３．００メートルの地点

３点は、２点から真北２２５度２７分１８秒２２．０８メートルの地点

４点は、３点から真北１５９度１４分０１秒８５．６６メートルの地点

５点は、４点から真北２２３度５０分０４秒３．３２メートルの地点

６点は、５点から真北３３９度１４分０１秒８９．０４メートルの地点

� 面積

３３１．０３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２４年７月４日 愛媛県指令２４港第１５７号

４ しゅん功認可年月日

平成２７年２月２０日

�������
�愛媛県告示第１７５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、愛南町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２７年２月２０日

御荘港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛南町

南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

代表者 愛南町長 清水 雅文

南宇和郡愛南町越田９９番地

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡愛南町御荘平城１番８から同１番１７までの地先公有

水面

� 区域

次の１点から３点までを順次直線で結んだ線並びに３点と１

点を結ぶ平成１８年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２３メート

ル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘平城１番２地先の長崎７護岸に設

置された金属鋲）は、北緯３２度５８分１２秒、東経１３２度３２分３３秒

の地点

１点は、基点から真北１３３度２８分３３秒４９．４５メートルの地点

２点は、１点から真北２２５度２７分１８秒２２．０８メートルの地点

３点は、２点から真北１５９度１４分０１秒８５．６６メートルの地点

� 面積

２，００４．４６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２４年７月４日 愛媛県指令２４港第１５６号

４ しゅん功認可年月日

平成２７年２月２０日

�愛媛県告示第１７６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年２月２０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年２月２０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社Ｙ＆Ｆ 居宅介護支援事業所 元気いっぱい 愛媛県四国中央市寒川町４１５４番地 平成２７年１月１日 居宅介護支援

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社 公文社 ヘルパーステーション まどか 愛媛県新居浜市中須賀町１丁目３番５７
号 平成２６年１２月３０日 訪問介護

石鎚交通株式会社 いしづち介護サービス 愛媛県西条市朔日市８９３番地の６ 平成２７年１月１日 訪問介護

愛 媛 県 報平成２７年２月２０日 第２６４８号
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�愛媛県告示第１８２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

�愛媛県告示第１７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年２月２０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１７９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年２月２０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社 公文社 ヘルパーステーション まどか 愛媛県新居浜市中須賀町１丁目３番５７
号 平成２６年１２月３０日 介護予防訪問介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６００５９７ 一般社団法人チャレン
ジド尾道

広島県尾道市御調町大
田７９６番地 藤 原 照 國 就労継続支援

Ｂ型 カイト西条 西条市今在家１０７７番地
３

平成２７年
２月１日

３８１０５０００６０ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４
番３８号 寺 河 駿 行動援護 株式会社 悠遊社 新

居浜事業所
新居浜市瀬戸町１番１５
号

平成２７年
２月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線 北宇和郡鬼北町大字父野川下２４０９番３

旧 ６．３～１２．５ ０．１２４

新 ２５．５～３１．４ ０．１２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川下２３３９番１地先から

同大字１１４３番１まで
平成２７年２月２０日

〃 〃 北宇和郡鬼北町大字父野川下２４０９番３ 〃

愛 媛 県 報平成２７年２月２０日 第２６４８号
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び大洲市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年２月２０日

愛媛県八幡浜保健所長 竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

代表取締役社長 筬島 克裕

２ 事業場の名称及び所在地

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

３ 特定施設に関する事項

� 原料処理施設�

� 原料処理施設②

� 原料処理施設③

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，４００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，０００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
７時３０分～１６時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第５号 みそ、しょう油、食用アミノ
酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食
酢の製造業の用に供する施設
イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，８００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
７時３０分～１６時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
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� 洗浄施設①

� 洗浄施設②

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ロ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１２０個

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１８時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．５

最大 ４．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ロ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２０枚

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
１３時～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１８時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．５

最大 ３．０
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� 湯煮施設①

� 湯煮施設②

� 湯煮施設③

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３，０００リットル×３台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１，２００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２，０００リットル×２台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０（１台当たり０．５）

最大 １．２（１台当たり０．６）

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．５

最大 ５．０
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� 湯煮施設④

� 湯煮施設⑤

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３，６００リットル×３台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

加熱撹拌、分解、熟
成（２台） 調合熟成（１台）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 １，４００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ３００

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．４（１台当たり０．８）

最大 ３．０（１台当たり１．０）
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� 湯煮施設⑥

� 湯煮施設⑦

� 湯煮施設⑧

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１，５００リットル×２台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり６００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２，０００リットル×３台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５（１台当たり０．５）

最大 １．８（１台当たり０．６）

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０
（１台当たり０．５）

最大 １．２
（１台当たり０．６）

通常 ０．５

最大 ０．６
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� 湯煮施設⑨

� 湯煮施設⑩

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，８００リットル×５台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ７，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５（１台当たり０．５）

最大 １．８（１台当たり０．６）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３，０００リットル×３台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０（１台当たり０．５）

最大 １．２（１台当たり０．６）
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� 湯煮施設⑪

� 湯煮施設⑫

� 濃縮施設①

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ニ 濃縮施設

特 定 施 設 の 能 力 蒸発能力
１時間当たり７５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５（１台当たり０．５）

最大 １．８（１台当たり０．６）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３，６００リットル×３台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２５袋

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１８時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ６，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８．０

最大 ９．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９．０（１台当たり１．８）

最大 １０．０（１台当たり２．０）
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� 濃縮施設②

� 精製施設①

� 精製施設②

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ニ 濃縮施設

特 定 施 設 の 能 力 蒸発能力
１時間当たり１，０００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，６００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３９０

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，８００

最大 ６，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，２００

最大 ２，９００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，６００

最大 ２，１００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
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� 精製施設③

� 精製施設④

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２０立方メートル×２台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ９００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．０（１台当たり１．０）

最大 ２．４（１台当たり１．２）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１８，０００リットル×２台

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１２立方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３１０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
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� ろ過施設①

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 前処理施設

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 前処理施設①：流動床処理方式
前処理施設②：回転円板方式

処 理 施 設 の 型 式 前処理施設①：流動床処理方式
前処理施設②：回転円板方式

処 理 施 設 の 構 造 前処理施設①：ＲＣ造
前処理施設②：鋼板製

処理施設の主要寸法（単位
メートル）

前処理施設①：縦８．０×横１１．０×高さ４．５
前処理施設②：縦２．６×横３．６×高さ２．７

処 理 施 設 の 能 力
前処理施設①：１日当たり１００立方メー

トル
前処理施設②：１日当たり３０立方メート

ル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 前処理施設①：流動床処理方式
前処理施設②：回転円板方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 ２，４００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８６０

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７４０

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４

最大 ２０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３０

最大 １，１００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
へ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力
ろ過圧力
０．４メガパスカル
（ろ過面積６．７平方メートル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ９００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．０（１台当たり１．０）

最大 ２．４（１台当たり１．２）
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� 後処理施設
５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第１８３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県八幡浜保健所及び大洲市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年２月２０日

愛媛県八幡浜保健所長 竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

代表取締役社長 筬島 克裕

２ 事業場の名称及び所在地

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

３ 特定施設の種類

汚水等の汚

染状態の値

項 目 �１排水口 �２排水口

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １１

最大 １１

通常 ０．９

最大 １．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２１

通常 １．７

最大 ３．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １１

通常 １

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １１

通常 ０．４０

最大 ０．８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．１

最大 １．６

通常 ０．０４０

最大 ０．０８０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．６

最大 ２３

通常 １．０

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２２．８

最大 １４４

通常 ３２０

最大 ４００

備考 �１排水口からは、後処理施設と合併処理浄化槽の排水を合わせた水
が排出される。
このほかに、雨水専用排水口として�３～�６排水口がある。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０．８

最大 １３０

備考 前処理施設①②での処理水を混合後、３系統で処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 嫌気・好気（外圧中空糸膜）処理方式

処 理 施 設 の 型 式 嫌気・好気（外圧中空糸膜）処理方式

処 理 施 設 の 構 造 中空糸膜（外圧型）
ＦＲＰ製（３系統）

処理施設の主要寸法（単位
メートル）

後処理施設①②：縦８．１×横３０．１×
高さ２．８４

後処理施設③：縦１０．９×横１２．６×
高さ２．８４

処 理 施 設 の 能 力
後処理施設①②：１日当たり５０立方メー

トル×２系統
後処理施設③：１日当たり３０立方メー

トル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 嫌気・好気（外圧中空糸膜）処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １．０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０．８

最大 １３０

備考 特定施設からの排水以外に、壁・床洗浄水、生活排水を合わせて２系
統で処理後、後処理施設①②③で連続的に処理する。
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水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号。）別表第１

第５号 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソー

ダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 湯煮施設

ニ 濃縮施設

ホ 精製施設

へ ろ過施設

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法

汚水等の処理の方法

排出水の汚染状態及び量

５ 特定施設に関する事項

� 原料処理施設④

� 原料処理施設⑤

� 洗浄施設③

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続（月８回） 連 続（月２回）
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２～４時間 上記のうち２～４時

間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ８．０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ８．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ８

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３

最大 ０．４

通常 ０．０５

最大 ０．０５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

通常 ０．００３

最大 ０．００３

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ８．０

最大 １０

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，５００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９００

最大 １，１００

通常 １，０００

最大 １，１００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ２８０

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２４

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続（月４回）
７時３０分～１６時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間 ９時間

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，８００

最大 ３，５００

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４０

最大 １，６７０

通常 １，２００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９８０

最大 １，２２０

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４０

最大 ３００

通常 ２５０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１

最大 ２６

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし
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� 湯煮施設⑬（２台）

� 湯煮施設⑭（２台）

� 湯煮施設⑮（２台）

� 湯煮施設⑯

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，２９０

最大 ４，１１０

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４４０

最大 １，８００

通常 １，４００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１５０

最大 １，４４０

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．６
（１台当たり０．８）

最大 ２．０
（１台当たり１．０）

変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１５０

最大 １，４４０

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．６
（１台当たり０．８）

最大 ２．０
（１台当たり１．０）

変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，２９０

最大 ４，１１０

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４４０

最大 １，８００

通常 １，４００

最大 １，８００

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，２９０

最大 ４，１１０

通常 ３，０００

最大 ４，１００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４４０

最大 １，８００

通常 １，４００

最大 １，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１５０

最大 １，４４０

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０
（１台当たり０．５）

最大 １．２
（１台当たり０．６）

変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 ２．０
変更なし
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� 湯煮施設⑰（３台）

� 湯煮施設⑱（８台）

� 湯煮施設⑲（２台）

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，３６０

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，２００

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，３６０

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１８０

最大 １，４７０

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９０

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．０
（１台当たり０．５）

最大 ４．８
（１台当たり０．６）

変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５
（１台当たり０．５）

最大 １．８
（１台当たり０．６）

変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，３６０

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１８０

最大 １，４７０

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９０

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，３６０

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１８０

最大 １，４７０

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９０

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．４
変更なし
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� 湯煮施設⑳

� 湯煮施設�

� 湯煮施設�（２台）

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続（月２回）
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，２００

最大 ４，０００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，５２０

最大 １，９００

通常 １，６００

最大 １，９００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１２０

最大 １，４００

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９０

最大 ３６０

通常 ３００

最大 ３６０

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，２００

最大 ４，０００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，５２０

最大 １，９００

通常 １，５００

最大 １，９００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１２０

最大 １，４００

通常 １，０００

最大 １，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

通常 １００

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 ９時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，３６０

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１８０

最大 １，４７０

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９０

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１８０

最大 １，４７０

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９０

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０
（１台当たり０．５）

最大 １．２
（１台当たり０．６）

変更なし
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� 濃縮施設③

� 濃縮施設④

� 濃縮施設⑤

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続（月２回）
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，７００

最大 ２，１００

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２００

最大 １，５００

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

通常 ２５

最大 ４０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３０

最大 １６０

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，８００

最大 ６，０００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，２８０

最大 ２，８５０

通常 ２，２００

最大 ２，９００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，６８０

最大 ２，１００

通常 １，６００

最大 ２，１００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２０

最大 ５２０

通常 ４００

最大 ５２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３７

最大 ４６

通常 ２５

最大 ４６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２３０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，７１０

最大 ２，１４０

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２６０

最大 １，５８０

通常 １，０００

最大 １，６００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１０

最大 ３９０

通常 ３００

最大 ３９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６

最大 ３２

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３０

最大 １６０

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６．４
（１台当たり３．２）

最大 ８．０
（１台当たり４．０）

変更なし
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� 濃縮施設⑥

� 精製施設⑤

� 精製施設⑥（２台）

� 精製施設⑦

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，６４０

最大 ３，３００

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２５０

最大 １，５６０

通常 １，２００

最大 １，６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９２０

最大 １，１５０

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３０

最大 ２９０

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２４

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９６

最大 １２０

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０
（１台当たり０．５）

最大 １．２
（１台当たり０．６）

変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２４

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９６

最大 １２０

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，６４０

最大 ３，３００

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２５０

最大 １，５６０

通常 １，２００

最大 １，６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９２０

最大 １，１５０

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３０

最大 ２９０

通常 ２５０

最大 ２９０

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続（月２回）
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間 上記のうち８時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，７００

最大 ２，１００

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２００

最大 １，５００

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

通常 ２５

最大 ４０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３０

最大 １６０

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし
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� 精製施設⑧（２台）

� 精製施設⑨（１０台）

� 精製施設⑩

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続（月４回）
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間 上記のうち８時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，６００

最大 ３，３００

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，５００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９００

最大 １，１００

通常 １，０００

最大 １，１００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ２８０

通常 ２００

最大 ２８０

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，６４０

最大 ３，３００

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２５０

最大 １，５６０

通常 １，２００

最大 １，６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９２０

最大 １，１５０

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ２８０

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２４

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９６

最大 １２０

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．０
（１台当たり０．２）

最大 ３．０
（１台当たり０．３）

変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５６０

最大 ３，２００

通常 ２，５００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２２０

最大 １，５２０

通常 １，２００

最大 １，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９００

最大 １，１２０

通常 １，０００

最大 １，１００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ２８０

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２４

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９６

最大 １２０

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．０
（１台当たり１．０）

最大 ２．４
（１台当たり１．２）

変更なし

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，８００

最大 ３，５００

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４０

最大 １，６７０

通常 １，２００

最大 １，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９８０

最大 １，２２０

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３１０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１

最大 ２６

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし
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� 精製施設⑪

� ろ過施設②

� ろ過施設③

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，４４０

最大 ４，３００

通常 ３，０００

最大 ４，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６４０

最大 ２，０５０

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２１０

最大 １，５１０

通常 １，０００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６

最大 ３２

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３０

最大 １６０

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，７００

最大 ２，１３０

通常 １，６００

最大 ２，１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２６０

最大 １，５８０

通常 １，０００

最大 １，６００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１０

最大 ３９０

通常 ３００

最大 ３９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２７

最大 ３４

通常 ２０

最大 ３４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４０

最大 １７０

通常 １２０

最大 １７０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間 上記のうち７時間

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 連 続 連 続（月４回）
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間 上記のうち８時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，６００

最大 ３，３００

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，５００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９００

最大 １，１００

通常 １，０００

最大 １，１００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ２８０

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 １．８
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５．０

最大 ５．５
変更なし
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６ 汚水等の処理施設に関する事項

� 前処理施設

� 後処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

処 理 施 設 の 構 造 中空糸膜（外圧型）
ＦＲＰ製（２系統）

中空糸膜（外圧型）
ＦＲＰ製（３系統）

処理施設の主要寸法（単位
メートル）

後処理施設①②：
縦８．１×横３０．１×
高さ２．８４

後処理施設①②：
縦８．１×横３０．１×
高さ２．８４

後処理施設③：
縦１０．９×横１２．６×
高さ２．８４

処 理 施 設 の 能 力
後処理施設①②：
１日当たり５０立方
メートル×２系統

後処理施設①②：
１日当たり５０立方
メートル×２系統

後処理施設③：
１日当たり３０立方
メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 嫌気・好気（外圧中
空糸膜）処理方式 変更なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常
８．０
最大
１０

通常
１０
最大
１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１６
最大
２０

通常
２０
最大
２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８
最大
１０

通常
１０
最大
１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８．０
最大
１０

通常
１０
最大
１０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．８
最大
１．０

通常
１．０
最大
１．０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．４
最大
３．０

通常
５．０
最大
２５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
７１
最大
８３．６

通常
１１０．８
最大
１３０

備考
前処理施設での処理
水を２系統で処理す
る。

前処理施設①②での
処理水を混合後、３
系統で処理する。

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 型 式 嫌気・好気（外圧中
空糸膜）処理方式 変更なし

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 型 式 流動床処理方式
前処理施設①：流動
床処理方式

前処理施設②：回転
円板方式

処 理 施 設 の 構 造 ＲＣ造
前処理施設①：ＲＣ
造

前処理施設②：鋼板
製

処理施設の主要寸法（単位
メートル）

縦８．０×横１１．０×
高さ４．５

前処理施設①：
縦８．０×横１１．０×
高さ４．５

前処理施設②：
縦２．６×横３．６×
高さ２．７

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１００立方
メートル

前処理施設①：１日
当たり１００立方メ
ートル

前処理施設②：１日
当たり３０立方メー
トル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 流動床処理方式
前処理施設①：流動
床処理方式

前処理施設②：回転
円板方式

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
６．０～９．０
最大

６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常
２，１６０
最大
２，７００

通常
２，４００
最大
３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１，０００
最大
１，２５０

通常
８６０
最大
１，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８００
最大
１，０００

通常
７４０
最大
１，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２００
最大
２５０

通常
２３０
最大
３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１８
最大
２２

通常
１４
最大
２０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８０
最大
１００

通常
１３０
最大
１，１００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
７１
最大
８３．６

通常
１１０．８
最大
１３０

備考

特定施設からの排水
以外に、壁・床洗浄
水、生活排水を合わ
せて処理後、後処理
施設①②で連続的に
処理する。

特定施設からの排水
以外に、壁・床洗浄
水、生活排水を合わ
せて２系統で処理後、
後処理施設①②③で
連続的に処理する。

汚水等の汚

染状態の値
項 目

�１排水口 �２排水口

変更前 変更後 変更前 変更後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６
変更なし

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常
１０
最大
１５

通常
１１
最大
１１

通常
０．９
最大
１．８

変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
２０
最大
２５

通常
２０
最大
２１

通常
１．７
最大
３．４

変更なし
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公 告

公営企業告示

��������������

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年２月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２７年２月２０日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２７年２月２０日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０
最大
１５

通常
１１
最大
１１

通常
１
最大
２

変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０
最大
１５

通常
１１
最大
１１

通常
０．４０
最大
０．８０

変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．０
最大
２．０

通常
１．１
最大
１．６

通常
０．０４０
最大
０．０８０

変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
３．０
最大
５．０

通常
４．６
最大
２３

通常
１．０
最大
１．０

変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
８３
最大
９７．６

通常
１２２．８
最大
１４４

通常
２３０
最大
２９０

通常
３２０
最大
４００

備考 �１排水口からは、後処理施設と合併処理浄化槽の排水を合わせた水
が排出される。
このほかに、雨水専用排水口として�３～�６排水口がある。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年２月４日 ＮＰＯ法人 国際交流支援協会 松 下 文 治 松山市余戸中２丁目７番５号 この法人は、国際交流を目指す各種団体、青少
年をはじめ、一般市民に対し国際交流及び外国
人とのコミュニケーションを持つための支援活
動を行うことによって、国際交流の活性化に寄
与することを目的とする。また、地域住民に国
際感覚を習得出来る場所と機会を提供し、外国
人、外国文化並びに異文化の理解と教養を有す
る国際人を育成し、もって国際交流を通じ世界
平和に寄与することを目的とする。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

乳房Ｘ線撮影装置 １式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２７年１月６日
株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号

６２，１００，０００円 一般競争入札 平成２６年１１月２１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

一般撮影ＦＰＤシステム １式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２７年１月８日
株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３－２７

５，３６４，６００円 一般競争入札 平成２６年１１月２８日

平成２７年２月２０日 発行

愛 媛 県 報平成２７年２月２０日 第２６４８号

１１３


